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令和４年度決算に係る審議を踏まえた「意見・提言」  

 

【重点事項】 

１ 子育て環境日本一の推進について 

子どもの健やかな育ちを支えるため、市町村と連携し、妊娠期からの支援の充実

や児童虐待の未然防止、子育てがしやすい環境づくりなど、「子育て環境日本一」

に向けた取組を一層推進すること。 

 

 

【部局別事項】 

<知事直轄組織> 

１ 職員の育成や健康管理等について 

職員の育成のため、他団体と連携した研修など、効果的な研修を充実すること。

また、メンタルヘルス対策をはじめ職員の健康管理に努めるとともに、働きやすい

環境づくりを一層推進すること。 

 

２ 多文化共生の推進について 

日本語教室の開設支援をはじめとした日本語教育の充実など、多文化共生の取組

を一層推進すること。 

 

３ 広報・広聴の充実について 

府民だより等の広報媒体や知事と行き活きトーク等の機会を積極的に活用し、効

果的な広報・広聴活動に努めること。 

 

 

<危機管理部> 

１ 防災対策の推進について 

様々な危機事象に対し、的確な情報発信・情報活用に向けた取組や市町村をはじ

めとした関係機関との連携を強化し、災害対応機能の向上に努めること。 

 

２ 地域防災力の向上について 

市町村や企業等と協力し、若者や女性等の消防団への加入促進や地域の防災力向

上につながる支援を推進すること。 
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３ 原子力防災対策について 

原子力災害に備え、市町村等と連携し、原子力防災資機材の整備や広域避難対策

を推進すること。 

 

 

<共管：危機管理部・総務部・教育委員会> 

１ 府立高校の体育館の施設設備について 

府立高校の体育館について、熱中症対策等の観点から、空調設備の整備に努める

こと。 

 

 

<総 務 部> 

１ 財政運営について 

府税収入に加え、ふるさと納税等の取組により自主財源を確保するとともに、税

源かん養につながる施策に一層取り組み、将来を見据えた財政運営に努めること。 

 

２ 府有資産の利活用について 

府有資産の利活用については、地域や住民のニーズを踏まえた有効活用に努める

こと。 

 

３ 市町村支援・連携について 

きょうと地域連携交付金の活用にあたっては、府と市町村、市町村間の連携によ

り、地域の課題解決につながる支援となるよう努めること。 

 

４ 選挙啓発について 

投票率の向上のため、効果的な啓発活動や投票しやすい環境整備など、工夫に努

めること。 

 

 

<総合政策環境部> 

１ 地球温暖化対策の推進について 

2050年温室効果ガス排出量実質ゼロに向け、太陽光発電等の再生可能エネルギー

や水素エネルギー等の導入に向けた取組を進め、家庭や府内企業の脱炭素化を推進

すること。 
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２ 地域振興の推進について 

ＤＭＯや広域振興局等との連携を強化し、地域の資源や特色を活かした地域振興

の取組をさらに進めること。また、移住に関する情報を積極的に発信し、地域の特

性に応じた移住・定住の促進に努めること。 

 

３ 廃棄物対策の強化について 

府民や事業者等に対し、食品ロス削減に向けた取組を周知・啓発するとともに、

市町村等に対し、海岸漂着物の適切な処理のための支援に努めること。 

 

４ 府立大学・府立医科大学の施設整備について 

公立大学法人等の関係機関と調整し、府立大学・府立医科大学の施設整備につい

て検討すること。 

 

５ 学生の活躍と府内定着に向けた取組の推進について 

学生の活躍と府内定着に向けた取組を進め、大学や学生の力による未来の京都づ

くりを推進すること。 

 

 

<文化生活部> 

１ スポーツの振興について 

府内のスポーツ施設の整備や維持管理に取り組むとともに、子ども達に夢を与え

るスポーツ体験の充実を図り、スポーツの振興を推進すること。 

 

２ 北山エリアの整備について 

府立植物園をはじめとした北山エリアの整備について、着手に向けて着実に取り

組むこと。また、植物園開園100周年を迎えるにあたっては、今後を見据えた取組を

推進すること。 

 

３ 人権啓発・人権侵害事案に対する適切な対応について 

複雑化する人権侵害事案に対して、京都府人権リーガルレスキュー隊などによる

個々に寄り添った支援を引き続き行うとともに、ＳＮＳ等を活用した効果的な人権

啓発や支援制度の周知に努めること。 
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４ 私学教育の振興について 

私学教育の振興について、引き続き保護者の負担軽減や私立学校に対する支援に

取り組むこと。 

 

５ 文化の振興について 

文化の振興については、子ども達に文化に関心を持ってもらえるよう、文化に触

れる機会を創出する取組を一層推進すること。 

 

６ 地域の安心・安全の充実について 

子ども・地域安全見守り隊の活動をはじめとした地域の防犯活動を支援するとと

もに、担い手の確保に取り組み、地域の安心・安全を守る施策の一層の充実に努め

ること。 

 

７ 地域の課題解決に向けた活動への支援について 

地域交響プロジェクトを活用し、地域課題の解決に取り組む活動へのさらなる支

援に努めること。 

 

８ 安心・安全な消費生活に向けた取組について 

多様化する消費者トラブルに対して、消費者保護のための取組に努めること。 

 

 

<健康福祉部> 

１ 医療体制の充実について 

医師をはじめとする医療人材の確保・育成や、救急医療体制の強化など、府内の

医療提供体制の充実を図ること。 

 

２ 子ども・青少年等に関する相談体制の充実について 

ひきこもりや非行、ヤングケアラー等について、関係機関と連携し、早期の状況

把握に努めるとともに、必要な支援につなげるための啓発活動や相談体制の充実を

図ること。 

 

３ 高齢化対策と地域福祉の充実について 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、認知症や看取り対

策、健康長寿に向けた取組等を推進すること。また、地域住民の生活を支える福祉

人材の確保に努めること。  
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４ 障害児（者）支援の充実について 

障害児（者）が必要とする医療やサービスを適切に受けることができるよう、市

町村や関係機関と連携して支援の充実を図ること。また、障害者文化・スポーツの

振興を一層推進すること。 

 

 

<商工労働観光部> 

１ 総合的な雇用対策の推進について 

若者の府内就職に向けた取組及び障害者や就職氷河期世代等のニーズに応じた

職業訓練・就業支援等を強化するとともに、企業の人材確保や定着につながる取組

を一層推進すること。また、テレワークなど多様な働き方のできる職場づくりに取

り組む企業を支援すること。 

 

２ 中小企業等への支援について 

原材料価格高騰等の影響により厳しい経営状況にある中小企業等に対し、寄り添

った支援に努めること。また、商店街の活性化や伝統産業の振興等に一層取り組む

こと。 

 

 

<農林水産部> 

１ 農林水産業の推進について 

京野菜や米等のブランド力の向上に取り組むとともに、有機農業の推進と生産支

援に取り組むこと。また、農林水産業の担い手確保・育成に努めること。 

 

２ 森林・林業対策について 

関係機関と連携し、府内産木材の利用促進・需要拡大につながる取組を推進する

とともに、適切な森林管理・保全に努めること。 

 

 

<建設交通部> 

１ 道路等の社会基盤の整備について 

府民の暮らしの安全確保や、地域の成長・交流の基盤づくりに資する道路、河川、

港湾等の整備及び管理に一層努めるとともに、市町村等と連携した治水対策に取り

組むこと。また、サイクルルートの形成・利用促進に取り組むこと。 
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２ 地域公共交通の確保・維持に係る取組について 

地域住民の交通手段の確保を図るため、様々な課題に直面する地域公共交通事業

者への支援に努めること。 

 

３ 府営住宅の整備・利活用について 

子育て支援や団地コミュニティ・地域活性化を図るため、府営住宅の整備を計画

的に進めるとともに、空き家の利活用や指定管理者による入居者サービス・利便性

の向上など、府民ニーズに応じた取組を推進すること。 

 

４ 建設業者への支援について 

ＩＣＴ工事の普及に向けた取組の強化や現場確認業務のリモート化の促進、建設

ＤＸ推進プラットフォームを用いた先進事例の情報共有など、建設分野における生

産性向上や労働条件の改善を図ること。 

 

 

<人事委員会> 

１ 職員の採用試験について 

総合土木職をはじめ、北部地域の人材確保など、職員の採用に向けた効果的な試

験の実施に努めること。 

 

 

<教育委員会> 

１ 教育環境の充実について 

外部人材の活用等により、教員の働き方改革や部活動の地域移行を推進するとと

もに、個々に応じた学習・修学支援等を行うなど、多様な学びの実現に向けた取組

を充実すること。 

 

２ いじめ・不登校に対する支援について 

新型コロナウイルス感染症の影響等により多様化するいじめ・不登校に対し、ス

クールカウンセラーをはじめとした専門人材の活用や相談体制の充実など、子ども

に寄り添った支援に一層努めること。 
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<公安委員会> 

１ 警察活動体制の充実・強化について 

警察官が、その能力を十分発揮できるよう装備品等の整備に努めるとともに、人

材確保や育成に取り組み、警察活動体制の充実・強化を図ること。 

 

２ 地域防犯体制の充実・強化について 

交番相談員による防犯指導の強化や地域住民と連携した取組など、様々な防犯対

策に一層取り組むこと。 

 

３ サイバー犯罪・特殊詐欺対策の推進について 

地域や関係機関と連携し、サイバー犯罪や特殊詐欺に対する取締りを強化すると

ともに、未然防止に向けた啓発、相談活動等の取組を一層推進すること。 

 

 


